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〔利用上の注意〕 

１ 「統計法令に基づく統計調査の承認及び届出の状況」（以下、「本月報」という。）中で「指

定統計」とは、改正前の統計法（昭和 22 年法律第 18 号。以下「旧統計法」という。）第２

条の規定に基づき、総務大臣が指定した統計をいう。 

２ 本月報中で「指定統計調査」とは、旧統計法下において、指定統計を作成するために行

われた統計調査をいう。 

３ 本月報中で「承認統計調査」とは、改正後の統計法（平成 19 年法律第 53 号。以下「新

統計法」という。）により廃止された統計報告調整法（昭和 27 年法律第 148 号）の規定に

基づく総務大臣の承認を受けて実施された「統計報告の徴集」の通称をいう。 

４ 本月報中で「届出統計調査」とは、旧統計法下にあっては、第８条に基づき総務大臣に

届けられた統計調査をいい、新統計法下にあっては、第 24 条第１項又は第 25 条に基づき

総務大臣に届けられた統計調査をいう。 

５ 本月報中で「基幹統計」とは、新統計法第２条第４項に規定する統計をいう。旧統計法

下の指定統計のうち、新統計法施行の段階（平成 21 年４月１日）で引き続き作成されてい

たものについては、基幹統計に移行している。 

６ 本月報中で「基幹統計調査」とは、基幹統計を作成するために行われた統計調査をいう。 

７ 本月報中で「一般統計調査」とは、国の行政機関が行う統計調査のうち、基幹統計調査

以外のものをいう。 

８ 本月報中の目次等における調査名の後ろの「平成◇年承認」「平成◇年届出」については、

本月報の編集に係るシステム管理上、付記しているものである。 
 



 

○基幹統計調査の承認 

 

統計調査の名称 実 施 者 主 な 承 認 事 項 承認年月日 

造船造機統計調査 国土交通大臣 承認事項の変更 

(1) 報告を求める事項の変

更 

①  造 船 調 査 票 の 区 分 欄

に「受注」及び「契約

年月日」を新たに追加 

②  造 船 調 査 票 か ら 調 査

項目「主機関」を削除 

(2) 集計事項の変更 

① 「用途別・トン数階級

別受注鋼船隻数及びト

ン数」に係る集計表を

追加 

②  鋼 船 建 造 実 績 に 係 る

集計表の用途別区分を

詳細化 等 

H25.12.19 

科学技術研究調査 総務大臣 承認事項の変更 

(1) 報告を求める事項の変

更 

① 調査票甲（企業）から

「営業利益高」を削除 

② 調査票甲（企業）等の

「 採 用 ・ 転 入 研 究 者

数」、「転出研究者数」

及び「本務者のうち博

士号取得者」について、

「うち女性」を追加 

(2) 集計事項の変更 

「企業の数、従業者総

数、総売上高及び営業利

益」を「企業の数、従業

者総数及び総売上高」に

変更 等 

H25.12.26 

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣が承認した基幹統計調査の計画

について、主な内容を掲載したものである。 
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○一般統計調査の承認

承認年月日 統計調査の名称 実施者

H25.12.5 雇用動向調査 厚 生 労 働 大 臣

H25.12.13 院内感染対策サーベイランス 厚 生 労 働 大 臣

H25.12.13 生産者の米穀在庫等調査 農 林 水 産 大 臣

H25.12.25 訪日外国人消費動向調査 国 土 交 通 大 臣

 注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣が承認した一般統計調査について掲載したものである。
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（１）　新　規

受理年月日 統計調査の名称 実施者

H25.12.9 秋田県産業廃棄物実態調査 秋 田 県 知 事

H25.12.9 地球温暖化対策に係る事業者の取組に関する調査 新 潟 県 県 知 事

H25.12.12 福島県子どもの環境を考えるアンケート 福 島 県 知 事

H25.12.13 障害者・要介護者等口腔保健実態調査 愛 知 県 知 事

H25.12.16 青少年の携帯電話利用に関する保護者アンケート調査 奈 良 県 知 事

H25.12.16 畜産状況調査 山 口 県 知 事

H25.12.18 北九州市日常生活圏域ニーズ調査 北 九 州 市 長

H25.12.19 第３回みえ県民意識調査 三 重 県 知 事

H25.12.19 大阪府子ども総合計画（仮称）策定のための実態調査 大 阪 府 知 事

H25.12.19 文化活動実態調査 沖 縄 県 知 事

H25.12.19 第12期　市政アドバイザー　第３回意識調査 神 戸 市 長

H25.12.24 ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）に関するアンケート調査 徳 島 県 知 事

H25.12.25 避難勧告・避難指示に関するアンケート調査 千 葉 県 知 事

H25.12.26 消費税等改正にかかる都内中小企業の状況調査 東 京 都 知 事

○届出統計調査の受理

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣に届け出られた統計調査の受理（新規）について掲載したもの
　　である。
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（２）　変　更

受理年月日 統計調査の名称 実施者

H25.12.2 県民経済計算基礎調査 新 潟 県 知 事

H25.12.4 北九州市雇用動向調査 北 九 州 市 長

H25.12.9 神戸市内景況・雇用動向調査 神 戸 市 長

H25.12.11 法人企業経済調査 岩 手 県 知 事

H25.12.12 参議院議員通常選挙の投票行動等に関する意識調査 埼 玉 県 知 事

H25.12.19 消費購買動向調査 福 島 県 知 事

H25.12.25 畜産関係調査 神 戸 市 長

H25.12.26 群馬県鉱工業動態統計調査 群 馬 県 知 事

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣に届け出られた統計調査の受理（変更）について掲載したもの
　　である。
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○基幹統計調査の承認 

【調査名】 造船造機統計調査（平成２５年承認） 

【承認年月日】 平成２５年１２月１９日 

【実施機関】 国土交通省総合政策局情報政策課交通統計室 

【目 的】 本調査は、造船及び造機の実態を明らかにすることを目的とする。本調査は、

造船調査及び造機調査に分ける。 

【沿 革】 造船に関する統計は，明治２９年造船規程が制定されてから各造船所から起

工，進水及び竣工に関する報告を徴して作成されてきたのであるが，昭和２５年

４月から生産統計の一環として造船及び船舶用機関並びに船舶用品の生産状況

を把握するため，統計法に基づく指定統計として実施することになり現在に至っ

ている。 

【調査の構成】 １－造船調査票 ２－造機調査票 

【公 表】 インターネット及び「造船統計月報」（調査月の翌々月末）、「造機統計四半期

報」（調査四半期の翌々月末）に公表 

【備 考】 今回の変更は、報告を求める事項の変更（調査項目の追加及び削除）、集計事

項の変更（集計事項の追加及び詳細化）である。 

※ 

【調査票名】 １－造船調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）鋼製船舶又は，鋼製の船舶以外

の船舶で総トン数２０トン以上若しくは長さ１５メートル以上のものの製

造設備又は入きょ設備若しくは上架設備を有する工場 （抽出枠）造船調査 

造船法第 ６ 条に基づく届出により全数調査を行う。 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）９００ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月末現在 （系統）国土交

通省－地方運輸局等－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月 

【調査事項】 １．製造船舶（区分（受注、起工、進水、しゅん工）、国籍、建造許可番

号、船番、 船名、船質、用途、トン数区分、トン数、載貨重量トン数、船

価、契約年月 日、起工（予定）年月日、進水（予定）年月日、しゅん工（予

定）年月日）、２．修繕船舶（船質、国籍、工事区分、隻数、トン数区分、

トン数、工事金額） 

※ 

【調査票名】 ２－造機調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）船舶用機械等の製造又は修繕に

常時１０人以上の従業員を使用している工場 （抽出枠）造機調査 造船法

第 ６ 条に基づく届出及び造船法施行規則第 ５ 条に基づく報告等  
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により全数調査を行う。 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６００ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎四半期末現在 （系統）国

土交通省－地方運輸局等－報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）毎月 

【調査事項】 舶用機関等（機種、型式）の製造高（製造月、数量、合計量区分、合計量、

合計金額）、四半期末在庫高（数量、金額）及び四半期修繕高（数量、工事

金額）  
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【調査名】 科学技術研究調査（平成２５年承認） 

【承認年月日】 平成２５年１２月２６日 

【実施機関】 総務省統計局統計調査部経済統計課 

【目 的】 本調査は、我が国における科学技術に関する研究費や研究者数等の研究活動

の実態を調査し、科学技術振興に必要な基礎資料を得ることを目的とする。 

【沿 革】 本調査は、研究機関基本統計調査（指定統計第６１号）として、昭和２８年

８月に発足し、その後昭和３５年３月、調査の拡充に伴い名称を科学技術研究調

査と改めた。研究機関基本統計調査では、調査の単位が「研究機関」であったこ

とから、産業界における研究活動も「営利法人の所有する研究機関」として明確

なものについてのみ調査が行われていた。科学技術研究調査では、調査範囲が拡

大され、特定産業を除く資本金１００万円以上の会社（特殊法人を含む。）がす

べて調査の対象となり、その研究活動は，研究組織の有無にかかわらず企業単位

でとらえることとなった。各年における改正点は、以下のとおりである。昭和３

５年……１．営利法人について、従来の研究機関単位の調査を改めて企業を単位

とするとともに、特定産業を除く資本金１００万円以上の全会社を母集団とする

標本調査とした。２．研究者について，専門別研究者数を調査項目に加えた。３．

各研究主体について、外部へ支出した研究費及び支出先を調査項目に加えた。４．

「主な研究分野」「研究従事者の給与」の調査項目を除いた。昭和４０年……会

社等、研究機関について、性格別研究費を調査項目に加えた。昭和４５年……会

社等について、製品分野及び特定目的別研究費を調査項目に加えた。昭和４６年

……会社等について、営業利益高を、研究機関について特定目的別研究費を調査

項目に加えた。昭和４７年……会社等について、技術交流に関する調査項目を加

えた。昭和４８年……会社等について、技術交流の国別に関する調査項目を加え

た。昭和４９年……１．研究関係従事者及び専門別研究者について女子の区分を

加えた。２．大学等について性格別及び特定目的別研究費の調査項目を加えた。

昭和５１年……会社等について、特定産業を除く資本金を３００万円以上の会社

を母集団とする標本調査に改めた。昭和５２年……承認統計として、新たにエネ

ルギー研究調査を実施した。これに伴い、「特定目的別研究費」の「原子力開発」

を本調査から分離した。昭和５３年……会社等、研究機関及び大学等の「外部か

ら受け入れた研究費」の中に「特殊法人から」受け入れた研究費を、「外部へ支

出した研究費」の中に「特殊法人へ」支出した研究費を調査項目として加えた。

昭和５５年……会社等について、特定産業を除く資本金を５００万円以上の会社

を母集団とする標本調査に改めた。昭和５７年……承認統計として、新たにライ

フサイエンス研究調査を実施した。昭和６０年……日本標準産業分類の改訂に伴

い、調査対象について大分類の名称変更等を行った。平成７年調査：会社等につ

いて、特定産業を除く資本金１０００万円未満の会社を対象外とした。平成８年
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調査：エネルギー研究調査及びライフサイエンス研究調査の調査客対数を削減し

た。平成９年調査：会社等について、ソフトウェア業を調査対象に加えた。平成

１１年調査：付帯調査として実施してきた「エネルギー研究調査」及び「ライフ

サイエンス研究調査」を平成１１年調査から中止することに伴い、「特定目的別

研究費」の内訳として「ライフサイエンス」、「エネルギー」及び「エネルギー（う

ち原子力）」を追加した。平成１４年：調査対象産業の拡大、標本設計の変更、

調査事項等の変更を行った。平成２４年：標本設計の変更及び調査事項の変更を

行った。平成２６年：調査事項の変更を行った。 

【調査の構成】 １－調査票甲（企業Ａ） ２－調査票甲（企業Ｂ） ３－調査票乙（非

営利団体・公的機関） ４－調査票丙（大学等） 

【公 表】 インターネット及び印刷物（調査日の属する年の１２月） 

【備 考】 今回の変更は、報告を求める事項の変更である。 

※ 

【調査票名】 １－調査票甲（企業Ａ） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類に掲げる「農業， 

林業」、「漁業」、「鉱業，採石業，砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・

ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業、郵便業」、「卸売・小売業

のうち（中分類「各種商品卸売業」、「繊維・衣服等卸売業」、「飲食料品卸売

業」、「建築材料、鉱物・金属材料等卸売業」、「機械器具卸売業」、「その他の

卸売業」）」「金融業，保険業のうち（中分類「銀行業」、「貸金業、クレジッ

トカード業等非預金信用機関（「政府関係金融機関」を除く）、「金融商品取

引業、商品先物取引業」、「補助的金融業等」、「保険業（保険媒介代理業、保

険サービス業を含む）」）」、「学術研究，専門・技術サービス業のうち（中分

類「学術・開発研究機関」、「専門サービス業（他に分類されないもの）」）、「技

術サービス業（他に分類されないもの）」及び「サービス業（他に分類され

ないもの）」のうち「職業紹介・労働者派遣業」「その他の事業サービス業」）」

を主たる事業とする資本金又は出資金が１億円以上の会社法に規定する会

社 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８，０００／２０，０００ （配布）郵

送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎

年３月３１日現在 （系統）配布：総務省－民間事業者－報告者、回収：報

告者－総務省 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査実施年の５月１６日～７月１５日 

【調査事項】 １．名称、２．所在地、３．企業の現況、４．従業者総数、５．資本金、

６．総売上高、７．国際技術交流の有無、８．技術輸出及び技術輸入別相手

先企業の国籍名及び金額、９．研究実施の有無、１０．研究関係従業者数、
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１１．採用・転入研究者数、転出研究者数、１２．研究者の専門別内訳、１

３．社内で使用した研究費、１４．性格別研究費、１５．製品・サービス分

野別研究費、１６．特定目的別研究費、１７．社外から受け入れた研究費、

１８．社外へ支出した研究費 

※ 

【調査票名】 ２－調査票甲（企業Ｂ） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類に掲げる「農業，

林業」、「漁業」、「鉱業，採石業，砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・

ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業，小売

業のうち（中分類「各種商品卸売業」、「繊維・衣服等卸売業」、「飲食料品卸

売業」、「建築材料、鉱物・金属材料等卸売業」、「機械器具卸売業」「その他

の卸売業」）」、「金融・保険業のうち（中分類「銀行業」、「貸金業、クレジッ

トカード業等非預金信用機関（「政府関係金融機関」を除く）、「金融商品取

引業、商品先物取引業」、「補助的金融業等」、「保険業（保険媒介代理業、保

険サービス業を含む）」）」、「学術研究，専門・技術サービス業のうち（中分

類「学術・開発研究機関」、「専門サービス業（他に分類されないもの）、「技

術サービス業（他に分類されないもの）」及び「サービス業（他に分類され

ないもの）のうち（中分類「職業紹介・労働者派遣業」及び「その他の事業

サービス業」）」を主たる事業とする資本金又は出資金が１千万円以上１億円

未満の会社法に規定する会社 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５，０００／５００，０００ （配布）郵送・

オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年３

月３１日現在 （系統）配布：総務省－民間事業者－報告者、回収：報告者

－総務省 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査実施年の５月１６日～７月１５日 

【調査事項】 １．名称、２．所在地、３．企業の現況、４．従業者総数、５．資本金、

６．総売上高、７．国際技術交流の有無、８．技術輸出及び技術輸入別相手

先企業の国籍名及び金額、９．研究実施の有無、１０．研究関係従業者数、

１１．採用・転入研究者数、転出研究者数、１２．研究者の専門別内訳、１

３．社内で使用した研究費、１４．性格別研究費、１５．社外から受け入れ

た研究費、１６．社外へ支出した研究費 

※ 

【調査票名】 ３－調査票乙（非営利団体・公的機関） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所、非営利団体及び公的機関 （属性）独立

行政法人等登記令の別表に掲げる特殊法人及び独立行政法人通則法第２条

第１項に規定する独立行政法人（独立行政法人国立高等専門学校機構を除
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く。）のうち科学技術に関する試験研究又は調査研究を行うことを目的と設

置されたもの（特殊法人等整理合理化計画（平成１３年１２月１９日閣議決

定）により独立行政法人となった法人のうち、独立行政法人となる前に産業

連関表において生産活動主体が「産業」に分類されており、かつ研究を実施

している法人を含む。）、科学技術に関する試験研究又は調査研究を主たる目

的としている法人及び科学技術に関する試験研究又は調査研究を目的とし

て設置されている国の機関、地方公共団体の施設 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，０００ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年３月３１日現在 （系

統）配布：総務省－民間事業者－報告者、回収：報告者－総務省 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査実施年の５月１６日～７月１５日 

【調査事項】 １．名称、２．所在地、３．研究実施の有無、４．従業者総数、５．支出

総額、６．主な事業及び研究の内容、７．支所・分場の名称及び所在地、８．

研究内容の学問別区分、９．研究関係従業者数、１０．採用・転入研究者数、

転出研究者数、１１．研究者の専門別内訳、１２．内部で使用した研究費、

１３．性格別研究費、１４．特定目的別研究費、１５．外部から受け入れた

研究費、１６．外部へ支出した研究費 

※ 

【調査票名】 ４－調査票丙（大学等） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）学校教育法（昭和２２年法律第２

６号）に基づく大学の学部（大学院の研究科を含む。）、短期大学、高等専門

学校、大学附置研究所、大学附置研究施設、国立大学法人法（平成１５年法

律第１１２号）に基づく大学共同利用機関法人及び独立行政法人国立高等専

門学校機構法（平成１５年法律第１１３号）に基づく独立行政法人国立高等

専門学校機構。 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４，０００ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年３月３１日現在 （系

統）配布：総務省－民間事業者－報告者、回収：報告者－総務省 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査実施年の５月１６日～７月１５日 

【調査事項】 １．名称、２．所在地、３．大学等の種類、４．分校・分場の名称及び所

在地、５．研究内容の学問別区分、６．従業者数、７．採用・転入研究者数、

転出研究者数、８．研究本務者の専門別内訳、９．支出総額、１０．内部で

使用した研究費、１１．性格別研究費、１２．特定目的別研究費、１３．外

部から受け入れた研究費、１４．外部へ支出した研究費 
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○一般統計調査の承認 

【調査名】 雇用動向調査（平成２５年承認） 

【承認年月日】 平成２５年１２月５日 

【実施機関】 厚生労働省 大臣官房統計情報部 雇用・賃金福祉統計課 

【目 的】 本調査は、主要産業における入職、離職と未充足求人の状況並びに入職者、

離職者について個人別に属性、入職・離職に関する事情等を調査し、雇用労働力

の産業、規模、職業及び地域間の移動の実態を明らかにすることを目的とする。 

【沿 革】 昭和３９年以降、年度内２回（上半期（７月）、下半期（１月））調査実施し

ている。平成２５年に、従前の労働局を通じた調査員調査が本省からの郵送調査

に変更された。 

【調査の構成】 １－事業所票 様式１号（上半期） ２－事業所票 様式２号（下半期） 

３－入職者票 様式３号 ４－離職者票 様式４号 

【公 表】 「調査結果の概況」（上半期結果：調査実施年の１２月、下半期結果及び調査

年結果：調査実施翌年の８月）、「調査結果報告書」（調査実施翌々年の２月）及

びホームページにて公表 

※ 

【調査票名】 １－事業所票 様式１号（上半期） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に基づく１６

大産業、「鉱業，採石業，砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・

熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業、小売業」、「金

融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専門・技術サービス

業」、「宿泊業，飲食サービス業」、「生活関連サービス業，娯楽業（ただし、

その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。）」、「教育，学習

支援業」、「医療，福祉」、「複合サービス事業」及び「サービス業（他に分類

されないもの）（ただし、外国公務を除く。）」に属する常用労働者５人以上

の事業所 （抽出枠）平成２１年経済センサス－基礎調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１５，０００／１，８９０，０００ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年１月～６月 （系

統）厚生労働省－報告者 

【周期・期日】 （周期）半年 （実施期日）調査実施年の６月２０日～７月１２日 

【調査事項】 １．事業所の名称、所在地、主な生産品の名称又は事業の内容及び企業全

体の常用労働者数、２．性、雇用形態、就業形態別常用労働者及び出向者の

異動状況、３．性、年齢及び就業形態別常用労働者数、４．職業、就業形態

別常用労働者数及び未充足求人数 

※ 

【調査票名】 ２－事業所票 様式２号（下半期） 
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【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に基づく１６

大産業、「鉱業，採石業，砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・

熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業、小売業」、「金

融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専門・技術サービス

業」、「宿泊業，飲食サービス業」、「生活関連サービス業，娯楽業（ただし、

その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。）」、「教育，学習

支援業」、「医療，福祉」、「複合サービス事業」及び「サービス業（他に分類

されないもの）（ただし、外国公務を除く。）」に属する常用労働者５人以上

の事業所 （抽出枠）平成２１年経済センサス－基礎調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１５，０００／１，８９０，０００ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年７月～１２月 （系

統）厚生労働省－報告者 

【周期・期日】 （周期）半年 （実施期日）調査実施年の１２月１１日～調査実施翌年

の１月１４日 

【調査事項】 １．事業所の名称、所在地、主な生産品の名称又は事業の内容及び企業全

体の常用労働者数、２．性、雇用形態、就業形態別常用労働者及び出向者の

異動状況 

※ 

【調査票名】 ３－入職者票 様式３号 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）日本標準産業分類に基づく１６大

産業、「鉱業，採石業，砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・

熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業、小売業」、「金

融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専門・技術サービス

業」、「宿泊業，飲食サービス業」、「生活関連サービス業，娯楽業（ただし、

その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。）」、「教育，学習

支援業」、「医療，福祉」、「複合サービス事業」及び「サービス業（他に分類

されないもの）（ただし、外国公務を除く。）」に属する常用労働者５人以上

の事業所 （抽出枠）平成２１年経済センサス－基礎調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０７，０００／６７６００００ ５９

０００／６，７６０，０００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 

（把握時）上半期調査：毎年１月～６月、下半期調査：毎年７月～１２月 （系

統）配布：厚生労働省－民間事業者－事業所調査対象事業所－報告者、回収：

報告者－厚生労働省 

【周期・期日】 （周期）半年 （実施期日）上半期調査：調査実施年の７月９日～８月

２６日 下半期調査：調査実施翌年の１月８日～２月２６日 

【調査事項】 １．属性に関する事項（性、年齢、学歴及び卒業した年）、２．入職に関
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する事項（求職活動でのインターネットの利用の有無、入職経路、就業形態、

職業、前職の有無、入職前の勤め先の所在地又は入職前の居住所及び在籍の

有無）、３．前職に関する事項（産業、職業、従業上の地位、離職期間、企

業規模、前の勤め先を辞めた理由、現在の勤め先を選んだ理由及び転職によ

る賃金変動状況） 

※ 

【調査票名】 ４－離職者票 様式４号 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）日本標準産業分類に基づく１６大

産業、「鉱業，採石業，砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・

熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業、小売業」、「金

融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専門・技術サービス

業」、「宿泊業，飲食サービス業」、「生活関連サービス業，娯楽業（ただし、

その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。）」、「教育，学習

支援業」、「医療，福祉」、「複合サービス事業」及び「サービス業（他に分類

されないもの）（ただし、外国公務を除く。）」に属する常用労働者５人以上

の事業所 （抽出枠）平成２１年経済センサス－基礎調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８５，０００／６７３００００ ６５０

００／６，７３０，０００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把

握時）上半期調査：毎年１月～６月、下半期調査：毎年７月～１２月 （系

統）配布：厚生労働省－民間事業者－報告者、回収：報告者－厚生労働省 

【周期・期日】 （周期）半年 （実施期日）上半期調査：調査実施年の７月９日～８月

２６日 下半期調査：調査実施翌年の１月８日～２月２６日 

【調査事項】 １．属性に関する事項（性、年齢、学歴及び卒業した年）、２．離職直前

の雇用状況に関する事項（就業形態、職業、勤続期間及び離職理由）  
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【調査名】 院内感染対策サーベイランス（平成２５年承認） 

【承認年月日】 平成２５年１２月１３日 

【実施機関】 厚生労働省医政局指導課 

【目 的】 本調査は、院内感染対策サーベイランスは、参加医療機関における院内感染

の発生状況や、薬剤耐性菌の分離状況および薬剤耐性菌による感染症の発生状況

を調査し、医療機関の院内感染の概況を把握し医療現場への院内感染対策に有用

な情報の還元等を行うことを目的とする。また、医療機関特性別の集計を行うた

めに、医療機関基本情報調査により病床数、病床の種類、在院日数の把握を行う。 

【沿 革】 本調査は、平成１２年から実施されている。平成１９年に、オンライン化さ

れた。 

【調査の構成】 １－検査部門サーベイランス調査 ２－全入院患者部門サーベイランス

調査 ３－手術部位感染部門サーベイランス調査 ４－集中治療室部門サ

ーベイランス調査 ５－新生児集中治療室部門サーベイランス調査 ６－

医療機関基本情報調査 

【公 表】 院内感染対策サーベイランスインターネットホームページ及び政府統計の総

合窓口（ｅ－ｓｔａｔ）ホームページ（最終データ提出期日から６か月後） 

※ 

【調査票名】 １－検査部門サーベイランス調査 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）保健・医療施設 （属性）体制や設備等の要件を

満たす医療機関 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）８０８／２，０５２ （配布）オンライン 

（取集）オンライン （記入）自計 （把握時）１か月（月初めから月末ま

で） （系統）厚生労働省－民間事業者－医療機関 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月１５日まで 

【調査事項】 １．患者基本データ、２．感染症データ、３．抗菌薬データ、４．基礎疾

患等に関するデータ等 

※ 

【調査票名】 ２－全入院患者部門サーベイランス調査 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）保健・医療施設 （属性）体制や設備等の要件を

満たす医療機関 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）５７７／２，０５２ （配布）オンライン 

（取集）オンライン （記入）自計 （把握時）１か月（月初めから月末ま

で） （系統）厚生労働省－民間事業者－医療機関 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月１５日まで 

【調査事項】 １．入院患者数、２．感染症発症患者の患者基本データ、３．原因菌名、

４．感染症名等 
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※ 

【調査票名】 ３－手術部位感染部門サーベイランス調査 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）保健・医療施設 （属性）体制や設備等の要件を

満たす医療機関 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）４６９／２，０５２ （配布）オンライン 

（取集）オンライン （記入）自計 （把握時）手術日を基準として１月～

６月分の半年と７月～１２月分の半年 （系統）厚生労働省－民間事業者－

医療機関 

【周期・期日】 （周期）半年 （実施期日）１月～６月分は８月末日、７月～１２月分

は翌年２月末日 

【調査事項】 １．選定した種類に該当する全手術症例の患者基本データ、２．手術の種

類、３．術野汚染度、４．手術部位感染の有無、５．感染部位等 

※ 

【調査票名】 ４－集中治療室部門サーベイランス調査 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）保健・医療施設 （属性）体制や設備等の要件を

満たす医療機関 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１５２／２，０５２ （配布）オンライン 

（取集）オンライン （記入）自計 （把握時）患者の退室日を基準として、

１月～６月分の半年と７月～１２月分の半年 （系統）厚生労働省－民間事

業者－医療機関 

【周期・期日】 （周期）半年 （実施期日）１月～６月分は８月末日、７月～１２月分

は翌年２月末日 

【調査事項】 １．全入室患者基本情報（熱傷患者をのぞく）、２．感染症発症患者の感

染症種類、３．原因菌等 

※ 

【調査票名】 ５－新生児集中治療室部門サーベイランス調査 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）保健・医療施設 （属性）体制や設備等の要件を

満たす医療機関 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）９６／２，０５２ （配布）オンライン （取

集）オンライン （記入）自計 （把握時）患者の退室日を基準として１月

～１２月分の１年 （系統）厚生労働省－民間事業者－医療機関 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）翌年２月末日 

【調査事項】 １．出生体重群別入室患児数、２．感染症発症患児の出生体重群、３．原

因菌名、４．感染症分類名等 

※ 

【調査票名】 ６－医療機関基本情報調査 
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【調査対象】 （地域）全国 （単位）保健・医療施設 （属性）体制や設備等の要件を

満たす医療機関 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）８０８／２，０５２ （配布）オンライン 

（取集）オンライン （記入）自計 （把握時）１月～１２月分の１年 （系

統）厚生労働省－民間事業者－医療機関 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）検査部門：２月１５日、全入院患者部門：２

月１５日、集中治療室部門：８月末日、新生児集中治療室部門：翌年２月

末日、（複雑部門に参加している医療機関については期日の早い部門に合

わせる。） 

【調査事項】 １．病床数（合計および区分別）、２．平均在院日数（区分別）、３．集中

治療室病床数、４．新生児集中治療室病床数  
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【調査名】 生産者の米穀在庫等調査（平成２５年承認） 

【承認年月日】 平成２５年１２月１３日 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課 

【目 的】 本調査は、生産者の米穀の在庫量、消費量、販売量等の実態を把握し、米穀

の需給及び価格の安定を図る観点から、食糧行政を円滑に遂行する等、各種行政

施策の推進のための基礎資料を整備することを目的とする。 

【沿 革】 平成２２年に、調査の名称を「米穀の生産・販売等動態調査」から「生産者

の米穀在庫等調査」に変更、調査対象の範囲を「米麦の出荷等に関する基本調査」

から「農林業センサス」に変更、２種類の調査票のうち「品種別作付面積に関す

る調査票」の廃止、調査の方法を職員調査と郵送調査の併用から調査員調査へ変

更、実施機関を食糧部から統計部へ変更、調査票の回収を毎月回収から年３回（６

月、９月、４月）に変更、公表時期を毎月公表から年３回（７月、１０月、翌年

６月）に変更された。 

【調査の構成】 １－生産者の米穀在庫等調査 調査票 

【公 表】 印刷物及びホームページ（概要：調査実施年の７月（６月末見込み）、１０月

（６月末）及び調査実施年の翌年の６月（年度）、詳細：調査実施年の翌年の８

月） 

※ 

【調査票名】 １－生産者の米穀在庫等調査 調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）農家 （属性）販売目的で水稲を１０アール以上

作付けた販売農家 （抽出枠）２０１０年農林業センサス 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，６９５／１，１４９，１２３ （配

布）調査員 （取集）調査員・郵送 （記入）自計 （把握時）毎月末現在 

（系統）農林水産省－地方農政局等－地域センター等－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）４月及び５月分の調査票：６月上旬、６月～

８月分の調査票：９月中旬、９月～１１月分の調査票：１２月中旬、１２

月～翌年３月分の調査票：翌年４月中旬 

【調査事項】 １．属性情報（世帯員数、水稲作付のべ面積）、２．月初在庫量、３．供

給量、４．もみすり・精米の状況、５．消費量、６．販売量、７．無償で譲

渡した量、８．その他（消失、盗難等）、９．月末在庫量、１０．６月末在

庫量（５月分調査の提出時のみ報告を求める。）  
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【調査名】 訪日外国人消費動向調査（平成２５年承認） 

【承認年月日】 平成２５年１２月２５日 

【実施機関】 国土交通省観光庁観光戦略課調査室 

【目 的】 本調査は、訪日外国人旅行者の消費動向を明らかにし、外国人観光客誘致に

関する施策の企画立案、評価等のための基礎資料を得ることを目的とする。 

【沿 革】 平成２２年度から調査を開始した。 

【調査の構成】 １－訪日外国人消費動向調査 調査票 

【公 表】 印刷物及びインターネット（調査実施終了月の翌月末日） 

【備 考】 今回の変更は、調査対象の範囲及び調査事項の一部を変更するものである。 

※ 

【調査票名】 １－訪日外国人消費動向調査 調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）日本（新千歳空港、仙台空港、東

京国際空港、成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港、広島空港、高松

空港、福岡空港、那覇空港及び博多港）から出国する訪日外国人。ただし、

以下の者を除く。（１．日本に入国しないトランジット（通過）客、２．乗

員、３．１年以上の滞在者、４、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、

定住者） （抽出枠）１．以下１８の国籍・地域毎の旅行消費単価の標準誤

差率が韓国、台湾、中国：３％以内、香港、タイ、シンガポール、マレーシ

ア、英国、フランス、ドイツ、米国、カナダ、オーストラリア、インドネシ

ア：５％以内、インド、ロシア、フィリピン、ベトナム：１０％以内、２．

地方運輸局別の旅行消費単価の標準誤差率が１０％以内に収まるように、各

国籍・地域のサンプル抽出数を設定する 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）６，６００／２，７００，０００ （配布）

調査員 （取集）調査員 （記入）他計 （把握時）毎四半期（１月～３月、

４月～６月、７月～９月、１０月～１２月）ごとの調査日現在 （系統）国

土交通省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）四半期ごとに約１か月半（第１四半期：

１月下旬～２月下旬、第２四半期：５月下旬～６月下旬、第３四半期：７

月中旬～９月中旬、第４四半期：１０月上旬～１２月上旬） 

【調査事項】 入国日、在留資格、国籍、地域、居住地、性別、年齢、入国港、日本への

来訪回数、同行者の種類、日本訪問の主な目的、訪問地名と泊数、宿泊施設

の種類、旅行手配方法、ツアー価格、個別手配者の旅行前支出、往復の航空

（船舶）料金、日本滞在中の費目別支出額（総額及び主な宿泊地）、買物場

所、利用した金融機関及び決済方法、日本の消費税免税手続の利用状況 
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○届出統計調査の受理 

（１）新規 

【調査名】 秋田県産業廃棄物実態調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年１２月９日 

【実施機関】 秋田県生活環境部環境整備課 

【目 的】 本調査は、平成２３年６月に策定した「第２次秋田県循環型社会形成推進基

本計画」を推進するための基礎資料を得るため、産業廃棄物の発生量・再生利用

量・処理量等の実態を把握することを目的とする。 

【調査の構成】 １－秋田県産業廃棄物実態調査票（製造業）、２－秋田県産業廃棄物実態

調査票（建設業）、３－秋田県産業廃棄物実態調査票（電気業）、４－秋田

県産業廃棄物実態調査票（上水道業）、５－秋田県産業廃棄物実態調査票（下

水道業） 

※ 

【調査票名】 １－秋田県産業廃棄物実態調査票（製造業） 

【調査対象】 （地域）秋田県内全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲

げる大分類Ｅ－製造業に属する事業所のうち、従業者数５０人以上のもの 

（抽出枠）平成２１年経済センサス－基礎調査の調査票情報 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３２０ （配布）その他（業務委託）） （取

集）その他（業務委託）） （記入）自計 （把握時）平成２４年４月１日

から平成２５年３月３１日まで （系統）県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）毎年 （実施期日）平成２５年１１月下旬 

【調査事項】 １．事業所の概要（事業所名、所在地、事業内容、製造品出荷額、事業所

の形態、産業廃棄物発生の有無）、２．廃棄物の発生状況（廃棄物の名称、

年間発生量、事業所内での中間処理方法、中間処理後の量）、３．廃棄物の

処理状況（処理・処分の方法、委託先の名称・住所・処理方法、資源化用途） 

※ 

【調査票名】 ２－秋田県産業廃棄物実態調査票（建設業） 

【調査対象】 （地域）秋田県内全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲

げる大分類Ｄ－建設業に属する事業所のうち、資本金３千万円以上のもの 

（抽出枠）平成２１年経済センサス－基礎調査の調査票情報 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２６０ （配布）その他（業務委託）） （取

集）その他（業務委託）） （記入）自計 （把握時）平成２４年４月１日

から平成２５年３月３１日まで （系統）県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）毎年 （実施期日）平成２５年１１月下旬 

【調査事項】 １．事業所の概要（事業所名、所在地、県内元請工事の有無、完成工事高、

産業廃棄物発生の有無）、２．廃棄物の発生状況（廃棄物の名称、年間発生
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量、事業所内での中間処理方法、中間処理後の量）、３．廃棄物の処理状況

（処理・処分の方法、委託先の名称・住所・処理方法、資源化用途 

※ 

【調査票名】 ３－秋田県産業廃棄物実態調査票（電気業） 

【調査対象】 （地域）秋田県内全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲

げる大分類Ｆ－電気・ガス・熱供給・水道業に属する事業所のうち、電気業

のもの （抽出枠）平成２１年経済センサス－基礎調査の調査票情報 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０ （配布）その他（業務委託）） （取集）

その他（業務委託）） （記入）自計 （把握時）平成２４年４月１日から

平成２５年３月３１日まで （系統）県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）毎年 （実施期日）平成２５年１１月下旬 

【調査事項】 １．事業所の概要（事業所名、所在地、事業内容、製造品出荷額、事業所

の形態、産業廃棄物発生の有無）、２．廃棄物の発生状況（廃棄物の名称、

年間発生量、事業所内での中間処理方法、中間処理後の量、３．廃棄物の処

理状況（処理・処分の方法、委託先の名称・住所・処理方法、資源化用途、

４．平成２４年度の発電電力量実績値、５．平成２５年度、２６年度、２７

年度の発電電力量計画値 

※ 

【調査票名】 ４－秋田県産業廃棄物実態調査票（上水道業） 

【調査対象】 （地域）秋田県内全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲

げる大分類Ｆ－電気・ガス・熱供給・水道業に属する事業所のうち、上水道

業のもの （抽出枠）平成２１年経済センサス－基礎調査の調査票情報 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２０ （配布）その他（業務委託）） （取集）

その他（業務委託）） （記入）自計 （把握時）平成２４年４月１日から

平成２５年３月３１日まで （系統）県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）毎年 （実施期日）平成２５年１１月下旬 

【調査事項】 １．事業所の概要（事業所名、所在地、事業内容、製造品出荷額、事業所

の形態、産業廃棄物発生の有無）、２．廃棄物の発生状況（廃棄物の名称、

年間発生量、事業所内での中間処理方法、中間処理後の量）、３．廃棄物の

処理状況（処理・処分の方法、委託先の名称・住所・処理方法、資源化用途）、

４．平成２４年度の給水人口、給水量、汚泥発生量実績値、５．平成２５年

度、２６年度、２７年度の給水人口、給水量、汚泥発生量計画値 

※ 

【調査票名】 ５－秋田県産業廃棄物実態調査票（下水道業） 

【調査対象】 （地域）秋田県内全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲

げる大分類Ｆ－電気・ガス・熱供給・水道業に属する事業所のうち、下水道
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業のもの （抽出枠）平成２１年経済センサス－基礎調査の調査票情報 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３０ （配布）その他（業務委託）） （取集）

その他（業務委託）） （記入）自計 （把握時）平成２４年４月１日から

平成２５年３月３１日まで （系統）県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）毎年 （実施期日）平成２５年１１月下旬 

【調査事項】 １．事業所の概要（事業所名、所在地、事業内容、製造品出荷額、事業所

の形態、産業廃棄物発生の有無）、２．廃棄物の発生状況（廃棄物の名称、

年間発生量、事業所内での中間処理方法、中間処理後の量）、３．廃棄物の

処理状況（処理・処分の方法、委託先の名称・住所・処理方法、資源化用途）、

４．平成２４年度の処理対象人口、処理水量、濃縮汚泥量実績値、５．平成

２５年度、２６年度、２７年度の処理対象人口、処理水量、濃縮汚泥量計画

値  
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【調査名】 地球温暖化対策に係る事業者の取組に関する調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年１２月９日 

【実施機関】 新潟県県民生活・環境部環境企画課 

【目 的】 本調査は、新潟県内の事業所における活動内容及び活動状況等について調査

し、県の地球温暖化対策に関する基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－地球温暖化対策に係る事業者の取組に関する調査票 

※ 

【調査票名】 １－地球温暖化対策に係る事業者の取組に関する調査票 

【調査対象】 （地域）新潟県内全域 （単位）事業所 （属性）事業所母集団データベ

ース新潟県内の事業所 （抽出枠）平成２４年経済センサス活動調査 事業

所母集団データベース 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／１２０，０００ （配布）

オンライン （取集）オンライン （記入）自計 （把握時）回答日現在 （系

統）新潟県－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２６年１月３１日（予定） 

【調査事項】 １．地球温暖化対策に係る取組に関する事項、２．地球温暖化対策に取り

組むにあたっての課題意識等に関する事項、３．アンケート回答事業所に関

する事項  
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【調査名】 福島県子どもの環境を考えるアンケート（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年１２月１２日 

【実施機関】 福島県 保健福祉部 自立支援総室 

【目 的】 本調査は、東日本大震災の影響により、放射性物質による健康への不安など

福島県の子どもを取り巻く環境が大きく変化した状況を踏まえ、震災後における

福島県民の子育てに関するニーズの変化や子ども自身の状況・意見を把握し、「日

本一安心して子育てしやすい県づくり」のための施策に生かすこと、また、「う

つくしま子ども夢プラン」の次期計画のための基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－Ａ調査票（小学５年生用） ２－Ｂ調査票（中学２年生・高校２年

生用） 

※ 

【調査票名】 １－Ａ調査票（小学５年生用） 

【調査対象】 （地域）福島県全域 （単位）個人 （属性）小学５年生 （抽出枠）福

島県内の小学５年生に対する調査。各市町村から公立小学校を一校選び、そ

の学校から任意の一クラスを選ぶ。 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，７４０／１７，４００ （配布）集団 

（取集）集団 （記入）自計 （把握時）平成２５年１２月１日現在 （系

統）福島県－教育委員会－学校－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２５年１２月１６日～平成２６年

１月３１日 

【調査事項】 １．普段の遊びについて、２．普段の生活状況について、３．地域での生

活や大人との関わりについて、４．震災を受けて、生活への影響について 

※ 

【調査票名】 ２－Ｂ調査票（中学２年生・高校２年生用） 

【調査対象】 （地域）福島県全域 （単位）個人 （属性）中学２年生・高校２年生 （抽

出枠）中学２年生：各市町村から公立中学校を一校選び、その学校から任意

の一クラスを選ぶ。 高校２年生：各県立学校（通信制を除く）から任意の

一クラスを選び、そこから出席番号により５人選ぶ。 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，７４０／１８９００ ４７５／１５，

５００ （配布）集団（中学２年生）、宿題（高校２年生） （取集）集団

（中学２年生）、宿題（高校２年生） （記入）自計 （把握時）平成２５

年１２月１日現在 （系統）福島県－教育委員会－学校－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２５年１２月１６日～平成２６年

１月３１日 

【調査事項】 １．普段の生活状況について、２．地域での生活や大人との関わりについ

て、３．震災を受けて、生活への影響について  
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【調査名】 障害者・要介護者等口腔保健実態調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年１２月１３日 

【実施機関】 愛知県 健康福祉部 健康担当局 健康対策課 

【目 的】 本調査は、障害者施設等における歯科保健サービス提供状況を施設実態調査

等により明らかにし、今後の歯科保健対策の基礎資料とすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－障害者施設調査票 ２－要介護者施設調査票 

※ 

【調査票名】 １－障害者施設調査票 

【調査対象】 （地域）愛知県全域 （単位）企業 （属性）障害者入所施設 （抽出枠）

平成２５年度版介護保険・高齢者福祉ガイドブック（愛知県健康福祉部） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６００（障害者施設調査票と要介護者施設調査

票の合計客体数） （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）

平成２６年１月１０日現在 （系統）愛知県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２６年１月１０日～１月末日 

【調査事項】 １．施設区分、２．入所定員、３．歯科医師による健診を受ける機会、４．

歯科医師・歯科衛生士による歯科指導を受ける機会の有無、５．歯科健診、

歯科保健指導以外の取組、６．入所者の歯科医療の対応、７．入所者の歯・

口に関して問題を感じる程度、８．施設での歯科保健活動、９．入所者の食

事介助に関する問題意識、１０．摂食嚥下に問題のある入所者への指導、訓

練 

※ 

【調査票名】 ２－要介護者施設調査票 

【調査対象】 （地域）愛知県全域 （単位）企業 （属性）要介護者入所施設 （抽出

枠）平成２５年度版介護保険・高齢者福祉ガイドブック（愛知県健康福祉部） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６００（障害者施設調査票と要介護者施設調査

票の合計客体数） （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）

平成２６年１月１０日現在 （系統）愛知県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２６年１月１０日～１月末日 

【調査事項】 １．施設区分、２．入所定員、３．歯科医師による健診を受ける機会、４．

歯科医師・歯科衛生士による歯科指導を受ける機会の有無、５．歯科健診、

歯科保健指導以外の取組、６．入所者の歯科医療の対応、７．入所者の歯・

口に関して問題を感じる程度、８．施設での歯科保健活動、９．入所者の食

事介助に関する問題意識、１０．摂食嚥下に問題のある入所者への指導、訓

練  
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【調査名】 青少年の携帯電話利用に関する保護者アンケート調査（平成２５年

届出） 

【受理年月日】 平成２５年１２月１６日 

【実施機関】 奈良県くらし創造部青少年・生涯学習課 

【目 的】 本調査は、平成２５年１０月施行の改正「奈良県青少年の健全育成に関する

条例」施行に伴い、奈良県内青少年の携帯電話利用実態を把握し、奈良県が推進

するフィルタリング普及対策の資料として利用・公表することを目的とする。 

【調査の構成】 １－青少年の携帯電話利用に関する保護者アンケート調査票 

※ 

【調査票名】 １－青少年の携帯電話利用に関する保護者アンケート調査票 

【調査対象】 （地域）奈良県全域 （単位）保護者 （属性）奈良県内公立小・中・高

校に在学する生徒の保護者 （抽出枠）奈良県内公立小・中・高校を任意に

抽出し、各学校の協力を得て無作為に抽出した保護者 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９００／１３５，０００ （配布）その

他（生徒に持ち帰らせた上で保護者が記入し、生徒に学校まで持参させる） 

（取集）その他（生徒に持ち帰らせた上で保護者が記入し、生徒に学校まで

持参させる） （記入）自計 （把握時）平成２６年１月１５日～２月１０

日 （系統）奈良県－奈良県内公立小・中・高校－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）毎年１月１５日～２月１０日 

【調査事項】 １．青少年の携帯電話普及率、フィルタリング利用率  
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【調査名】 畜産状況調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年１２月１６日 

【実施機関】 山口県 農林水産部 畜産振興課 

【目 的】 本調査は、山口県内の家畜飼養状況等を的確に把握し、施策展開上の基礎資

料とすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－調査票様式 

※ 

【調査票名】 １－調査票様式 

【調査対象】 （地域）山口県全域 （単位）農家 （属性）肉用牛、乳用牛、豚、鶏、

馬、めん羊、山羊、兎、うずら、みつばち飼養者 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，０００ （配布）市町職員 （取集）市町

職員 （記入）他計 （把握時）毎年２月１日現在 （系統）山口県－市町

－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年２月２５日～２月２８日 

【調査事項】 １．飼養頭羽数、２．飼料作物収穫面積、３．放牧実施状況、４．畜産施

設数、５．畜産物生産量 等  
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【調査名】 北九州市日常生活圏域ニーズ調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年１２月１８日 

【実施機関】 北九州市保健福祉局地域支援部介護保険課 

【目 的】 本調査は、第６期介護保険事業計画の策定のための基礎資料とするとともに、

介護保険地域支援事業における二次予防事業対象者を把握することを目的とす

る。 

【調査の構成】 １－北九州市日常生活圏域ニーズ調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－北九州市日常生活圏域ニーズ調査 調査票 

【調査対象】 （地域）北九州市全域 （単位）個人 （属性）北九州市内在住の高齢者

（６５歳以上）のうち、介護保険の要支援・要介護認定を受けていない者 

（抽出枠）住民基本台帳と連動している介護保険システム 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２５，０００／２１０，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２５年１１月１日時点 

（系統）北九州市－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２６年１月２０日～平成２６年２

月１４日 

【調査事項】 １．家族や生活状況について、２．運動・外出について、３．転倒予防に

ついて、４．口腔・栄養について、５．物忘れについて、６．日常生活につ

いて、７．社会参加について、８．健康について  

－ 27 －



【調査名】 第３回みえ県民意識調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年１２月１９日 

【実施機関】 三重県戦略企画部戦略企画総務課 

【目 的】 本調査は、平成２４年度からのおおむね１０年先を見据えた戦略計画「みえ

県民力ビジョン」において、「県民力でめざす『幸福実感日本一の三重』」を基本

理念として掲げ、新しい三重づくりに取り組んでおり、県政運営の参考とするた

め、県民の幸福実感等を把握することを目的とする。なお、三重県では政策分野

ごとに１６の「幸福実感指標」を設定し、その推移を把握することで、「みえ県

民力ビジョン」行動計画全体の進行管理に努めることとしており、当該調査では

「幸福実感指標」に基づく質問（地域や社会の状況についての実感）を盛り込み、

毎年調査することとしている。 

【調査の構成】 １－第３回みえ県民意識調査 調査票 

【備 考】 「本調査の名称には、『意識』の文言が付されているが、調査事項の中に『事

実の報告』が含まれていることから、これら『事実の報告』に係る部分について、

統計法上の『統計調査』として届出が受理されたものである。」 

※ 

【調査票名】 １－第３回みえ県民意識調査 調査票 

【調査対象】 （地域）三重県全域 （単位）個人 （属性）三重県内にお住まいの２０

歳以上の男女 （抽出枠）各市町の選挙人名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０，０００／１，４９７，０００ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）回答時点（調査期間：

平成２６年１月９日～平成２６年２月６日） （系統）三重県－民間事業者

－報告者 

【周期・期日】 （周期）年１回 （実施期日）平成２６年１月９日～平成２６年２月６

日 

【調査事項】 １．幸福感 （１）日ごろ感じている幸福感、（２）幸福感を判断する際

に重視した事項、（３）幸福感を高める手立て、２．地域や社会の状況につ

いての実感、３．生活や仕事のこと（１）就業時間、（２）女性就労に対す

る意識、（３）職業、（４）出勤・帰宅時間、（５）通勤時間、４．地域や社

会とのつながり（１）地域の住みやすさ、（２）会話の程度、（３）地域活動

への参加状況と意欲、５．家族や精神的なゆとり（１）理想の子どもの数、

（２）父親の育児参画、（３）子どもの数と年齢、（４）配偶関係、（５）結

婚意向と未婚理由、（６）配偶者の職業、６．基本属性（１）性別、（２）年

齢、（３）世帯類型、（４）世帯収入、（５）居住地域  
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【調査名】 大阪府子ども総合計画（仮称）策定のための実態調査（平成２５年

届出） 

【受理年月日】 平成２５年１２月１９日 

【実施機関】 大阪府福祉部子育て支援課 

【目 的】 本調査は、大阪府として広域的に取り組むべき課題を把握し、大阪府子ども

総合計画（仮称）の策定するための基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－子育てに関する意識調査 調査票 ２－地域子育て支援拠点事業に

おける子育て支援活動に関する調査 調査票 ３－幼稚園・保育所（園）

における子育て支援活動に関する調査 調査票 ４－大阪府内における保

育士等確保のための実態調査 調査票（幼稚園・保育所向け） ５－大阪

府内における保育士等確保のための実態調査 調査票（保育士養成施設向

け） ６－大阪府内における保育士等確保のための実態調査 調査票（保

育士等資格取得見込み者向け） ７－大阪府内における保育士等確保のた

めの実態調査 調査票（保育士登録者向け） 

※ 

【調査票名】 １－子育てに関する意識調査 調査票 

【調査対象】 （地域）大阪府、北海道、神奈川県、福井県、石川県、富山県、京都府、

兵庫県、福岡県 （単位）世帯 （属性）民間のウェブアンケート会員に自

主的に登録された方のうち、０歳から５歳までの子どもがいる世帯 （抽出

枠）民間事業者の保有するウェブアンケート会員の登録者の名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１３，０００ （配布）オンライン （取集）

オンライン （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）大阪府－民間

事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２６年１月１４日～１月２８日 

【調査事項】 １．子どもとよく行く場所、２．子育てサービスの利用状況 

※ 

【調査票名】 ２－地域子育て支援拠点事業における子育て支援活動に関する調査 調査

票 

【調査対象】 （地域）大阪府全域 （単位）企業 （属性）子育て支援拠点 （抽出枠）

大阪府内にある子育て支援拠点の名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１３０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２６年１月１日現在 （系統）配布：大阪府－民間事

業者－報告者、回収：報告者－大阪府 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２６年１月１４日～１月２８日 

【調査事項】 子育て支援拠点の利用状況（１）．子育て支援活動の実施状況、（２）．子

育て支援活動の連携状況、（３）．在宅子育て家庭の支援ニーズを把握するた
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めの取組状況、（４）．子育て関係機関の連絡会の参加状況、（５）．ボランテ

ィアの受け入れ 

※ 

【調査票名】 ３－幼稚園・保育所（園）における子育て支援活動に関する調査 調査票 

【調査対象】 （地域）大阪府全域 （単位）幼稚園、保育所 （属性）幼稚園、保育所 

（抽出枠）大阪府内にある幼稚園、保育所の名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）幼稚園：７７１、保育所：１２６５ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２６年１月１日現在 （系

統）配布：大阪府－民間事業者－報告者、回収：報告者－大阪府 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２６年１月１４日～１月２８日 

【調査事項】 子育て支援活動の実施状況（１）．子育て支援活動の連携状況、（２）．他

団体への提供資源について、（３）．在宅子育て家庭の支援ニーズを把握する

ための取組状況、（４）．子育て関係機関の連絡会の参加状況 

※ 

【調査票名】 ４－大阪府内における保育士等確保のための実態調査 調査票（幼稚園・

保育所向け） 

【調査対象】 （地域）大阪府全域 （単位）幼稚園、保育所 （属性）私立幼稚園、私

立保育所 （抽出枠）大阪府内にある私立保育所、私立幼稚園の名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）私立幼稚園：４２６、私立保育所：８７５ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２６年１月１日現

在 （系統）配布：大阪府－民間事業者－報告者、回収：報告者－大阪府 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２６年１月１４日～１月２８日 

【調査事項】 １．幼稚園教諭・保育士の雇用状況、２．幼稚園教諭・保育士の雇用形態、

３．幼稚園教諭・保育士の採用状況、４．幼稚園教諭・保育士の離職状況、

５．幼稚園や保育所（園）の運営上の支障について、６．人材確保や離職防

止のための取組、７．潜在的な有資格者の採用状況、８．潜在的な有資格者

の募集方法、９．教育実習や保育実習生の受け入れ状況、１０．就職あっせ

んや教育実習・保育実習などに関し、大学等の養成機関との連携状況 

※ 

【調査票名】 ５－大阪府内における保育士等確保のための実態調査 調査票（保育士養

成施設向け） 

【調査対象】 （地域）大阪府全域 （単位）企業 （属性）指定保育士養成施設 （抽

出枠）大阪府内にある指定保育士養成施設の名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２６年１月１日現在 （系統）配布：大阪府－民間事

業者－報告者、回収：報告者－大阪府 
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【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２６年１月１４日～１月２８日 

【調査事項】 １．保育士養成施設・幼稚園教員養成機関に所属する学生数、２．卒業予

定見込み者の就職予定先、３．教育実習・保育実習の状況、４．就職支援の

取組、５．就職あっせんや教育実習・保育実習などに関し、幼稚園・保育所

（園）との連携状況 

※ 

【調査票名】 ６－大阪府内における保育士等確保のための実態調査 調査票（保育士等

資格取得見込み者向け） 

【調査対象】 （地域）大阪府全域 （単位）個人 （属性）指定保育士養成施設に在籍

している保育士等資格取得見込み者 （抽出枠）大阪府内の指定保育士養成

施設に在籍している保育士等資格取得見込み者の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００／５，０００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２６年１月１日現在 （系統）

配布：大阪府－民間事業者－指定保育士養成施設－報告者、回収：報告者－

大阪府 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２６年１月１４日～１月２８日 

【調査事項】 １．乳幼児にふれあった経験について、２．教育実習や保育実習について、

３．就職予定先について、４．就職予定先での雇用形態、５．就職予定先の

情報を得た手段 

※ 

【調査票名】 ７－大阪府内における保育士等確保のための実態調査 調査票（保育士登

録者向け） 

【調査対象】 （地域）大阪府全域 （単位）個人 （属性）大阪府に保育士登録してい

る３０代～５０代の保育士登録者 （抽出枠）大阪府に保育士登録している

者の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／４４，５００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２６年１月１日現在 （系

統）配布：大阪府－民間事業者－報告者、回収：報告者－大阪府 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２６年１月１４日～１月２８日 

【調査事項】 １．保育士資格の取得方法、２．資格取得後の就職状況、３．資格取得後

の就職時の雇用形態、４．実際に働いた期間、５．現在の就職状況、６．現

在の就職先、７．現在の就職先の情報を得た手段、８．現在の就職先の雇用

形態、９．保育所（園）及び幼稚園での就職期間、１０．直近に働いていた

保育所（園）及び幼稚園を離職してからの期間  

－ 31 －



【調査名】 文化活動実態調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年１２月１９日 

【実施機関】 沖縄県文化観光スポーツ部文化振興課 

【目 的】 本調査は、県民の文化活動や文化産業の実態を把握し、県民のニーズ、文化

芸術が県民生活や県民経済に与える影響等について分析することを目的とする。 

【調査の構成】 １－県民文化活動調査アンケート調査票（調査票①）、２－観光客文化活

動調査アンケート調査票（調査票②）、３－ 文化関連施設実態調査アンケ

ート調査票（調査票③） 

※ 

【調査票名】 １－県民文化活動調査アンケート（調査票①） 

【調査対象】 （地域）沖縄県内全域 （単位）個人 （属性）個人 （抽出枠）ＷＥＢ

モニターに登録しており、かつ過去三年以内に沖縄旅行したものから層化無

作為抽出 

【調査方法】 （選定）全数・無作為抽出 （客体数）２，０００ （配布）郵送・オン

ライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２５年

１２月１０日 （系統）県―民間事業者―報告者 

【周期・期日】 （周期）１年 （実施期日）１２月１９日 

【調査事項】 文化活動に関する事項 

※ 

【調査票名】 ２－観光客文化活動調査アンケート（調査票②） 

【調査対象】 （地域）沖縄県内全域 （単位）個人 （属性）個人 （抽出枠）ＷＥＢ

モニターに登録している者から層化無作為抽出 

【調査方法】 （選定）全数・無作為抽出 （客体数）２，０００ （配布）郵送・オン

ライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２５年

１２月１０日 （系統）県―民間事業者―報告者 

【周期・期日】 （周期）１年 （実施期日）平成２５年１２月１０日～平成２６年１月

１０日 

【調査事項】 文化活動に関する事項 

※ 

【調査票名】 ３－ 文化関連施設実態調査アンケート（調査票③） 

【調査対象】 （地域）日本全域 （単位）施設従事者 （属性）沖縄県内の映画館、公

民館、劇場、博物館等の施設従事者 （抽出枠）ｉタウンページより業種を

選別し抽出 

【調査方法】 （選定）全数・無作為抽出 （客体数）５７６ （配布）郵送・オンライ

ン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２５年１２

月１０日 （系統）県―民間事業者―報告者 
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【周期・期日】 （周期）１年 （実施期日）平成２５年１２月１０日～平成２６年１月

１０日 

【調査事項】 文化活動に関する事項  
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【調査名】 第１２期 市政アドバイザー 第３回意識調査 （平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年１２月１９日 

【実施機関】 神戸市市民参画推進局参画推進部広聴課 

【目 的】 本調査は、具体的施策や事業についての意見を求めるほか、市民生活に関す

る意識を市の事業や施策を実施していく上での参考とすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－第１２期 市政アドバイザー 第３回意識調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－第１２期 市政アドバイザー 第３回意識調査 調査票 

【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）個人 （属性）２０歳以上、８０歳未満の

市民 （抽出枠）住民基本台帳から選任した「市政アドバイザー」 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０６２／１，１８１，３０９ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査票記入日現在 （系

統）神戸市－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２６年１月２８日～２月１０日 

【調査事項】 １．地域における福祉活動に関する事項、２．広報活動に関する事項  
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【調査名】 ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）に関するアンケート調査（平成２５

年届出） 

【受理年月日】 平成２５年１２月２４日 

【実施機関】 徳島県 保健福祉部 健康増進課 

【目 的】 本調査は、徳島県のＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）の死亡率が、平成２３年

にワースト３位になったこと等を受けて、ＣＯＰＤの認知度の向上が、健康徳島

２１（平成２５年３月改定）の重点目標の一つとなった。そこで、本調査は、徳

島県民のＣＯＰＤに関する認知度の現状を把握するとともに、今後の効果的な施

策立案の参考とするため、アンケート調査を実施するとともに、本調査の実施を

もって認知度を向上させることも目的とする。 

【調査の構成】 １－ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）に関するアンケート調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）に関するアンケート調査 調査票 

【調査対象】 （地域）徳島県全域 （単位）個人 （属性）１．ｅ－モニター ２．「健

康を考える県民のつどい」参加者 ３．事業所従業員 ４．県立高等学校生

徒 ５．本庁及び保健所事業（「健康を考える県民のつどい」を除く）参加

者のうち、医療・保健衛生業務関係者以外の者 ６．３０歳未満の県職員 

（抽出枠）徳島県が実施する事業の参加者及び学校・事業所の構成員等 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）ｅ－モニター：２００、「健康を考える県

民のつどい」参加者：５００、事業所従業員：６００、大学生：２００、県

立高等学校生徒：６００、本庁及び保健所事業：（「健康を考える県民のつど

い」除く）参加者のうち、医療・保健衛生業務関係者以外の者：６００、３

０歳未満の県職員：２００ （配布）オンライン・集合・託送 （取集）オ

ンライン・集合・託送 （記入）自計 （把握時）調査票記入日時点（平成

２５年７月１８日から平成２６年１月３１日まで） （系統）徳島県－報告

者、徳島県－高等学校教員－報告者、徳島県－事業所厚生関係課職員－報告

者 

【周期・期日】 （周期）不定期（原則として１年） （実施期日）平成２５年７月１８

日から平成２６年１月３１日まで 

【調査事項】 １．ＣＯＰＤとその原因についての知識 ２．ＣＯＰＤの認知経路 ３．

ＣＯＰＤの検査に関する知識 ４．喫煙状況とＣＯＰＤの症状の有無 ５．

ＣＯＰＤの予防に対する意識 ６．ＣＯＰＤの治療に関する知識 ７．ＣＯ

ＰＤに関する情報取得に対する意識  
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【調査名】 避難勧告・避難指示に関するアンケート調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年１２月２５日 

【実施機関】 千葉県防災危機管理部危機管理課 

【目 的】 本調査は、本年１０月の台風２６号で市町村が発令した避難勧告・指示に対

する住民の行動実態等を調査し、災害情報の伝達と住民の避難行動のあり方など、

警戒避難体制の充実について検討するための基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－避難勧告・避難指示に関するアンケート調査票 

※ 

【調査票名】 １－避難勧告・避難指示に関するアンケート調査票 

【調査対象】 （地域）台風２６号で避難勧告・指示が発令された地区 （単位）世帯 （属

性）台風２６号で避難勧告・指示が発令された地区の世帯 （抽出枠）風２

６号で避難勧告・指示が発令された地区の世帯から無作為に抽出する。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７２０／２１，３３８ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査票記入日現在 （系統）千葉県－

県内市－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２５年１２月２７日～平成２６年

１月１５日 

【調査事項】 １．報告者の居住市、家族数、２．避難勧告等の理解度、３．避難勧告等

発令の認知の有無、認知方法、４．避難勧告等認知後の行動、５．近隣避難

所、ハザードマップの認知度、６．防災訓練等への参加の有無、７．各種防

災情報の認知度  
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【調査名】 消費税等改正にかかる都内中小企業の状況調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年１２月２６日 

【実施機関】 東京都産業労働局商工部調整課 

【目 的】 本調査は、平成２６年４月からの消費税及び地方消費税（消費税等）の税率

改正に対する、都内中小企業の対応状況を把握し、施策の検討資料とすることを

目的とする。 

【調査の構成】 １－消費税等改正にかかる都内中小企業の状況調査票 

※ 

【調査票名】 １－消費税等改正にかかる都内中小企業の状況調査票 

【調査対象】 （地域）東京都内全域（島しょ含む） （単位）事業所 （属性）１．小

売業：従業員５０人以下又は資本金５千万円以下、２．卸売業：従業員１０

０人以下又は資本金１億円以下、３．サービス業：従業員１００人以下又は

資本金５千万円以下、４．情報通信業：従業員１００人以下又は資本金５千

万円以下、５．上記以外の業種：従業員３００人以下又は資本金３億円以下 

（抽出枠）平成２４年経済センサス－活動調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，０００／５３４，０１０ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２６年２月１日時点 （系

統）東京都－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２６年２月上旬～２月下旬 

【調査事項】 １．企業概要（所在地、従業者数、業種、主な製品・商品・サービス等な

ど）、２．消費税への対応、３．税制等の施策、４．今後の景気動向  
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（２）変更 

【調査名】 県民経済計算基礎調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年１２月２日 

【実施機関】 新潟県総務管理部統計課 

【目 的】 本調査は、経済の規模や成長率、産業の構造などを把握し、地域経済の総合

指標としてまとめる新潟県県民経済計算及び新潟市市民経済計算の推計に使用

するための調査である。 

【調査の構成】 １－【Ａ調査票】 ２－【Ａ－独調査票】 ３－【Ｂ調査票】 ４－【Ｃ

調査票】 ５－【Ｅ調査票】 ６－【Ｆ調査票】 ７－【Ｇ調査票】 

【備 考】 今回の変更は、調査の目的 、報告を求める事項及びその基準となる期日又

は期間、報告を求める期間である。 

※ 

【調査票名】 １－【Ａ調査票】 

【調査対象】 （地域）新潟県全域 （単位）行政機関 （属性）国の出先機関 （抽出

枠）県民経済計算基礎調査公務機関一覧表 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３８ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）前年度１年間の実績（一部の項目については、調査実施年

度前年度末現在） （系統）新潟県－報告者 

【周期・期日】 （周期）１年 （実施期日）毎年１月上旬～２月下旬 

【調査事項】 １．行政機関の現況 （１）会計区分、（２）職員数、２．歳入 （１）

収入印紙、（２）官業収入、（３）政府資産整理収入、（４）雑収入、３．歳

出 （１）職員基本給、（２）職員諸手当、（３）超過勤務手当、（４）委員

手当・常勤職員給与・非常勤職員手当・予備隊員手当・休職者給与・育児休

業給等、（５）諸謝金、（６）報償費、（７）各種旅費、（８）庁費・校費等、

（９）原材料費、（１０）委託費、（１１）施設費の類、（１２）補助金・負

担金・交付金等、（１３）交際費、（１４）賠償償還及び払戻金、（１５）保

証金・予納金、（１６）補償金（費）、（１７）恩給・年金等、（１８）他会計

への繰入、（１９）貸付金・出資金、（２０）供託金、（２１）利子、（２２）

公共事業費、（２３）その他の支出、４．現物支給、５．自衛隊の現物支給

（防衛庁関係のみ記入）、６．その他（特別会計等）、７．建物延床面積、８．

市町村別工事費 

※ 

【調査票名】 ２－【Ａ－独調査票】 

【調査対象】 （地域）新潟県全域 （単位） （属性）独立行政法人 （抽出枠）県民

経済計算基礎調査公務機関一覧表 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）
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自計 （把握時）前年度１年間の実績（一部の項目については、調査実施年

度前年度末現在） （系統）新潟県－報告者 

【周期・期日】 （周期）１年 （実施期日）毎年１月上旬～２月下旬 

【調査事項】 １．行政機関の現況 （１）会計名、（２）勘定名、（３）職員数、（４）

建物延床面積、２．収入、３．支出、４．有形固定資産の状況、５．投資額、

６．市町村別建設費・災害復旧費（新潟県内分） 

※ 

【調査票名】 ３－【Ｂ調査票】 

【調査対象】 （地域）新潟県全域 （単位）共済組合 （属性）共済組合 （抽出枠）

県民経済計算基礎調査公務機関一覧表 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）前年度１年間の実績（一部の項目については、調査実施年

度前年度末現在） （系統）新潟県－報告者 

【周期・期日】 （周期）１年 （実施期日）毎年１月上旬～２月下旬 

【調査事項】 １．共済組合の現況、２．共済組合掛金・給付金、３．共済組合員数、４．

建物延床面積 

※ 

【調査票名】 ４－【Ｃ調査票】 

【調査対象】 （地域）新潟県全域 （単位）事業所 （属性）金融機関 （抽出枠）県

民経済計算基礎調査公務機関一覧表 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）７ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自

計 （把握時）前年度１年間の実績（一部の項目については、調査実施年度

前年度末現在） （系統）新潟県－報告者 

【周期・期日】 （周期）１年 （実施期日）毎年１月上旬～２月下旬 

【調査事項】 １．事業所の現況、２．預金、３．貸出し、４．収益費用 （１）経常収

益、（２）経常費用、（３）経常利益、５．有刑固定資産投資支出 

※ 

【調査票名】 ５－【Ｅ調査票】 

【調査対象】 （地域）新潟県全域 （単位）事業所 （属性）電力・放送他 （抽出枠）

県民経済計算基礎調査公務機関一覧表 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３６ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）前年度１年間の実績（一部の項目については、調査実施年

度前年度末現在） （系統）新潟県－報告者 

【周期・期日】 （周期）１年 （実施期日）毎年１月上旬～２月下旬 

【調査事項】 １．事業所の現況、２．賃貸住宅建設費、３．宅地造成費、４．分譲住宅

建設費 
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※ 

【調査票名】 ６－【Ｆ調査票】 

【調査対象】 （地域）新潟県全域 （単位）機関 （属性）公社・公団・事業団他 （抽

出枠）県民経済計算基礎調査公務機関一覧表 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）８ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自

計 （把握時）前年度１年間の実績（一部の項目については、調査実施年度

前年度末現在） （系統）新潟県－報告者 

【周期・期日】 （周期）１年 （実施期日）毎年１月上旬～２月下旬 

【調査事項】 １．事業所の現況 （１）会社名、（２）勘定名、（３）職員数、２．歳入

決算額 （１）業務収入、（２）雑収入、３．歳出決算額 （１）職員基本

給・諸手当・超過勤務手当、（２）委員手当、（３）退職手当、（４）児童手

当、（５）公務災害補償費、（６）休職者給与・常勤職員給与、（７）国家公

務員共済組合負担金、（８）諸謝金、（９）報償費、（１０）各種旅費、（１１）

需要費、（１２）補助金、（１３）支払利子、（１４）支払配当金、（１５）支

払地代、（１６）支払損害保険料、（１７）自動車重量税、（１８）自動車税

等、（１９）法人税・住民税、（２０）その他諸税、（２１）災害補償費、（２

２）その他、（２３）業務外支出、４．有形固定資産、５．投資額 （１）

建設費、（２）災害復旧費、（３）用地費、６．市町村別建設費・災害復旧費、

７．たな卸資産の状況 

※ 

【調査票名】 ７－【Ｇ調査票】 

【調査対象】 （地域）新潟県全域 （単位）機関 （属性）政府サービス生産者（【Ａ

調査票】～【Ｆ調査票】に属する機関を除く。） （抽出枠）県民経済計算

基礎調査公務機関一覧表 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自

計 （把握時）前年度１年間の実績（一部の項目については、調査実施年度

前年度末現在） （系統）新潟県－報告者 

【周期・期日】 （周期）１年 （実施期日）毎年１月上旬～２月下旬 

【調査事項】 １．機関の現況、２．税目、３．海洋運輸（離島連絡航路）、沿岸運輸（海

浜航路）、内陸水運（河川・湖沼遊覧航路）  
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【調査名】 北九州市雇用動向調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年１２月４日 

【実施機関】 北九州市産業経済局総務政策部雇用政策課 

【目 的】 本調査は、北九州市内事業所の雇用動向（従業員の推移、採用状況等）を調

査・分析し、今後の雇用対策を行うにあたっての基礎資料とすることを目的とす

る。 

【調査の構成】 １－北九州市雇用動向調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－北九州市雇用動向調査 調査票 

【調査対象】 （地域）北九州市全域 （単位）事業所 （属性）従業員２０人以上の民

営事業所 （抽出枠）事業所母集団データベース 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／４，３００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）１月１日時点 （系統）北九州市

－報告者 

【周期・期日】 （周期）毎年 （実施期日）発送：１月１０日、提出期限：１月３１日 

【調査事項】 １．事業所の概要（業種、業況判断、従業員規模等）、２．採用状況、３．

高年齢者（５５歳以上）雇用について  
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【調査名】 神戸市内景況・雇用動向調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年１２月９日 

【実施機関】 神戸市産業振興局経済部経済企画課 

【目 的】 本調査は、具体的施策や事業についての意見を求めるほか、市民生活に関す

る意識を市の事業や施策を実施していく上での参考とすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－第１８回神戸市内景況・雇用動向調査票 

【備 考】 今回の変更は、調査の名称（第１７回から１８回に変更）、報告を求める事項

の及びその基準となる期日又は期間の変更、報告を求める期間の一部変更等であ

る。 

※ 

【調査票名】 １－第１８回神戸市内景況・雇用動向調査票 

【調査対象】 （地域）市内全域 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類に掲げる大

分類のうち「建設業」、「製造業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業，小売業」、「金

融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、「宿泊業，飲食サービス業」、「教

育，学習支援業」、「医療，福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業（他に

分類されないもの）」に属する従業員５名以上の神戸市内に本社が所在する

企業 （抽出枠）平成２１年度経済センサス－基礎調査の事業所名簿に産業

振興局が規模・業種等の情報を基に訂正を加えたもの 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，０００／２０，７１１ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査票記入日現在 （系統）神戸

市－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）半年 （実施期日）平成２６年１月２０日～２月７日 

【調査事項】 １．景況・雇用状況に関する事項、２．事業計画に関する事項  
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【調査名】 法人企業経済調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年１２月１１日 

【実施機関】 岩手県政策地域部調査統計課 

【目 的】 本調査は、岩手県内の営利法人の経済活動の実態を把握し、県民経済計算推

計の基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－法人企業経済調査票（Ａ－１）、２－法人企業経済調査票（Ａ－２）、

３－法人企業経済調査票（金融機関用） 

【備 考】 今回の変更は、調査対象の範囲、報告を求める者、報告を求める事項及びそ

の基準となる期日又は期間、報告を求めるために用いる方法、報告を求める期間

である。 

※ 

【調査票名】 １－法人企業経済調査票（Ａ－１） 

【調査対象】 （地域）県内全域 （単位）営利法人 （属性）県内に事業所を有する営

利法人 （抽出枠）岩手県内に事業所を有する営利法人のうち林業、電気・

ガス・水道業、運輸業、情報通信業 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）７０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）４月１日～３月３１日 （系統）岩手県－報告者 

【周期・期日】 （周期）１年 （実施期日）毎年概ね１０月～翌年２月末 

【調査事項】 １．基本的事項（法人の名称、法人の所在地、事業の内容、資本金又は出

資金、決算期及び回数、従業員数）、２．経理状況（損益計算書）に関する

事項、３．営業費用（販売費及び一般管理費＋売上原価）の内訳 

※ 

【調査票名】 ２－法人企業経済調査票 

【調査対象】 （地域）県内全域 （単位）営利法人 （属性）県内に事業所を有する営

利法人 （抽出枠）岩手県内に事業所を有する営利法人のうち電気・ガス・

水道業、運輸業 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）４月１日～３月３１日 （系統）岩手県－報告者 

【周期・期日】 （周期）１年 （実施期日）毎年概ね１０月～翌年２月末 

【調査事項】 １．基本的事項（法人の名称、法人の所在地、事業の内容、資本金又は出

資金、決算期及び回数、従業員数）、２．経理状況（損益計算書）に関する

事項、３．営業費用（販売費及び一般管理費＋売上原価）の内訳、４．たな

卸資産、５．営業用有形固定資産の増減額（消費税抜き） 

※ 

【調査票名】 ３－法人企業経済調査票（金融機関用） 

【調査対象】 （地域）県内全域 （単位）営利法人 （属性）県内に事業所を有する営
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利法人 （抽出枠）岩手県内に事業所を有する金融・保険業 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）４月１日～３月３１日 （系統）岩手県－報告者 

【周期・期日】 （周期）１年 （実施期日）毎年概ね１０月～翌年２月末 

【調査事項】 １．基本的事項（金融機関名、所在地、従業員数、会計期間）、２．貸借

対照表関係（全社及び岩手県内分）、３．損益計算書関係（全社及び岩手県

内分）、４．預金利息額内訳（岩手県内分）  
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【調査名】 参議院議員通常選挙の投票行動等に関する意識調査（平成２５年届

出） 

【受理年月日】 平成２５年１２月１２日 

【実施機関】 埼玉県企画財政部市町村課 

【目 的】 本調査は、第２３回参議院議員通常選挙における県民の投票行動と政治意識、

選挙意識及び選挙啓発等の関連を調査することにより、各種選挙において低位に

ある本県の投票率について分析を行うため。調査結果については、今後の選挙時

啓発の在り方を検討するための参考とすることを目的とする。 

【沿 革】 平成２２年に、調査の名称が「参議院議員通常選挙等の投票行動等に関する

意識調査」から「参議院議員通常選挙における投票行動等に関する意識調査」に

変更された。 

【調査の構成】 １－参議院議員通常選挙の投票行動等に関する意識調査票 

【備 考】 今回の変更は、調査の名称、報告を求める事項及びその基準となる期日又は

期間、報告を求める期間である。 

※ 

【調査票名】 １－参議院議員通常選挙の投票行動等に関する意識調査票 

【調査対象】 （地域）埼玉県全域 （単位）個人 （属性）埼玉県内の選挙人名簿登録

者 （抽出枠）選挙人名簿を用い、県内を衆議院小選挙区選出議員の選挙区

（埼玉県第１区～第１５区）により１５地域に分け、当該地域に所在する世

帯から層化二段無作為抽出により選定する。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／５，８９２，４９６ （配

布）調査員 （取集）調査員 （記入）他計 （把握時）平成２５年７月２

１日（参議院議員通常選挙の投票日。期日前投票を含む。） （系統）埼玉

県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２６年１月中旬～下旬 

【調査事項】 １．政治意識（１）政治満足度、（２）政治関心度、（３）関心レベル（国

政・県政・市町村政）、（４）無関心理由、（５）支持政党の有無、（６）政治

への民意反映度、（７）関心がある政治問題、２．選挙意識（１）選挙の関

心レベル（衆議院、参議院、県、市町村）、（２）その理由、（３）選挙の政

治への影響度、３．投票行動、（１）参議院選挙の投票行動、（２）投票した

理由、（３）投票しなかった理由、（４）投票率の低下理由等、（５）期日前

投票の認知度、（６）投票率の向上対策、４．選挙啓発、（１）選挙を何で認

知したか、（２）インターネット選挙運動解禁の認知度、（３）啓発媒体との

接触の有無、（４）その効果の有無、（５）若者の投票率の向上対策、（６）

啓発活動の効果、（７）啓発活動への意見等、（８）自由意見、５．フェイス

シート  
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【調査名】 消費購買動向調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年１２月１９日 

【実施機関】 福島県商工労働部商業まちづくり課 

【目 的】 本調査は、福島県内の商圏構造や消費購買動向等の実態を把握し，今後の商

業施策の参考とすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－消費購買動向調査票 

【備 考】 今回の変更は、報告を求める事項及びその基準となる期日、報告を求めるた

めに用いる方法、報告を求める期間の変更である。 

※ 

【調査票名】 １－消費購買動向調査票 

【調査対象】 （地域）福島県全域 （単位）世帯 （属性）福島県内の世帯 （抽出枠）

平成２５年５月１日付け福島県教育委員会生徒数及び学級数 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２５，０００／７２０，０００ （配布）

その他 （取集）その他 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）

福島県－市町村－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２５年１２月２０日～平成２６年１月

１０日 

【調査事項】 １．居住地、２．家族数、３．買物支出月額、４．居住地の買物環境に対

する満足度、５．中心市街地へ買物以外に出かける主な理由、６．震災後に

おける買物時の意識、７．買物状況  
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【調査名】 畜産関係調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年１２月２５日 

【実施機関】 神戸市産業振興局農業振興センター 

【目 的】 本調査は、畜産農家の飼養、経営動向を把握し、畜産行政・指導の資料とす

ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－肉用牛調査票 ２－乳用牛調査票 

※ 

【調査票名】 １－肉用牛調査票 

【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）農家 （属性）肉牛農家 （抽出枠）畜産

農家及び畜産専業者に関する市保有データ 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１８ （配布）調査員 （取集）調査員 （記

入）他計 （把握時）平成２６年２月１日現在又は調査前年の１年間の実績 

（系統）神戸市－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２６年２月１日～１５日 

【調査事項】 １．品種・年齢別頭数（２月１日現在）、２．肉用牛の導入と出荷状況（調

査前年の１年間の実績）、３．今後の経営、４．後継者の状況、５．市及び

団体に対する要望、その他指摘事項 

※ 

【調査票名】 ２－乳用牛調査票 

【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）農家 （属性）乳牛農家 （抽出枠）畜産

農家及び畜産専業者に関する市保有データ 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４２ （配布）調査員 （取集）調査員 （記

入）他計 （把握時）平成２６年２月１日現在又は調査前年の１年間の実績 

（系統）神戸市－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２６年２月１日～１５日 

【調査事項】 １．状態別飼育頭数（２月１日現在）、２．飼育作物の利用方法、３．今

後の経営、４．後継者の状況、５．家畜排せつ物の処理方法及び処理方法別

の数値、６．市及び団体に対する要望、その他指摘事項  
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【調査名】 群馬県鉱工業動態統計調査（平成２５年届出） 

【受理年月日】 平成２５年１２月２６日 

【実施機関】 群馬県企画部統計課 

【目 的】 本調査は、県内の鉱工業生産の動態を明らかにし、鉱工業に関する施策の基

礎資料を得る ことを目的とする。 

【調査の構成】 １－群馬県鉱工業動態統計調査票 

【備 考】 今回の変更は、報告を求める者である。 

※ 

【調査票名】 １－群馬県鉱工業動態統計調査票 

【調査対象】 （地域）群馬県全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類の大分

類 「Ｃ 鉱業、採石業、砂利採取業」、「大分類Ｅ 製造業」及び 「大 分

類 Ｆ 電気・ガス ・熱供給 ・水道業」に属する事業所並びに同大分類

に属する事業所の鉱工 業製品に関する生産高、出荷商及び在庫高を取得 

している組合・団体、行政機関のうち統計課長が指定するもの （抽出枠）

工業統計調査における出荷額等の構成比率 （中分類 ごと） の高い品目

で、他の既存統計調査の対象 となっていない品目を選定し、当該品目を生

産する事業所のうち、県内工業で選定品目の出荷額のウェイ トが高い事業

所を工業統計準備調査名簿から有意抽出する。 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）９０ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）群馬

県－報告者 

【周期・期日】 （周期）毎月 （実施期日）翌月末日 

【調査事項】 １．生産高、２．出荷高、３．在庫高 
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